
令和6年3月22日 

一宮市水道事業等公印規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

一宮市水道事業等管理者 

小 塚 重 男 

一宮市上下水道部管理規程第4号 

一宮市水道事業等公印規程の一部を改正する規程 

一宮市水道事業等公印規程(平成8年一宮市水道部管理規程第12号)の一部を次のように

改正する。 

現行 改正後 

別表(第3条―第5条関係) 別表(第3条―第5条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

公印

番号

公印名 書体 寸法 

(ミリ

メート

ル) 

ひな形 管守課 個数 用途 

略 

3 略 

略 

4の2 一宮市水道事業

等管理者印 

てん書 方15 営業課 1 料金事務(電子

計算機   

  )専用 

略 

8の2 一宮市水道事業

等企業出納員印

てん書 方9 営業課 1 料金事務(電子

計算機   

  )専用 

略 

15の

2 

一宮市水道事業

等管理者印 

てん書 方24 営業課 1 料金事務(電子

計算機   

  )専用 

改正案 



公印

番号

公印名 書体 寸法 

(ミリ

メート

ル) 

ひな形 管守課 個数 用途 

略 

3 略 

3の2 一宮市水道事業

等管理者印 

てん書 方13 経営総務

課 

1 身分証明書(電

子計算機によ

る押印)専用 

登録証(電子計

算機による押

印)専用 

略 

4の2 一宮市水道事業

等管理者印 

てん書 方15 営業課 1 料金事務(電子

計算機による

押印)専用 

略 

8の2 一宮市水道事業

等企業出納員印

てん書 方9 営業課 1 料金事務(電子

計算機による

押印)専用 

略 

15の

2 

一宮市水道事業

等管理者印 

てん書 方24 営業課 1 料金事務(電子

計算機による

押印)専用 

付 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


